
（第17519号）東 京 都 公 報令和4年2月17日（木曜日）

�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）
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目

次

告

示

○
公
共
測
量
の
実
施
（
四
件
）
…
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…
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…
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…
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…（
都
市
整
備
局
都
市
基
盤
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調
整
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○
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
…
…
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…

…
…（
福
祉
保
健
局
障
害
者
施
策
推
進
部
地
域
生
活
支
援
課
）…
�

○
保
安
林
の
指
定
予
定
…（
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
森
林
課
）…
�

告

示
（
下
水
）

○
下
水
を
排
除
及
び
処
理
す
べ
き
区
域
等
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

公

告

○
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
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指
定
取
消
し
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
主
税
局
課
税
部
課
税
指
導
課
）…
�

○
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
都
市
計
画
の
案
（
九
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策

部
土
地
利
用
計
画
課
・
都
市
基
盤
部
調
整
課
・
交
通
企
画

課
・
街
路
計
画
課
・
市
街
地
整
備
部
防
災
都
市
づ
く
り
課
）…
�

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
多
摩

建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
一
課
・
開
発
指
導
第
二
課
）…
�

雑

報

○
地
方
独
立
行
政
法
人
東
京
都
立
産
業
技
術
研
究
セ
ン
タ
ー

令
和
二
年
度
財
務
諸
表
に
関
す
る
公
告
…
…
…
…
…
…
…

（
地
方
独
立
行
政
法
人
東
京
都
立
産
業
技
術
研
究
セ
ン
タ
ー
）…
�

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
百
六
十
六
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
京
都

北
多
摩
南
部
建
設
事
務
所
長
か
ら
次
の
よ
う
に
測
量
を
実
施
す
る
旨

通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
二
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

測
量
施
行
者

東
京
都

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量
（
三
級
基
準
点
及
び
四
級
基
準
点
測

量
）

三

測
量
の
区
域

府
中
市
若
松
町
一
丁
目
、
白
糸
台
一
丁
目
、
栄

町
一
丁
目
、
栄
町
二
丁
目
、
新
川
一
丁
目
及
び

新
川
二
丁
目
各
地
内

四

測
量
の
期
間

令
和
三
年
九
月
二
十
四
日
か
ら
令
和
四
年
二
月

二
十
八
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
百
六
十
七
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
京
都

西
多
摩
建
設
事
務
所
長
か
ら
次
の
よ
う
に
測
量
を
実
施
す
る
旨
通
知

が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
二
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

測
量
施
行
者

東
京
都

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量
（
三
級
基
準
点
測
量
）

三

測
量
の
区
域

青
梅
市
成
木
三
丁
目
及
び
成
木
四
丁
目
各
地
内

四

測
量
の
期
間

令
和
三
年
八
月
三
十
日
か
ら
令
和
四
年
二
月
二

十
八
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
百
六
十
八
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
練
馬
区

長
か
ら
次
の
よ
う
に
測
量
を
実
施
す
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
二
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

測
量
施
行
者

練
馬
区

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量
（
都
市
再
生
地
籍
調
査
）

三

測
量
の
区
域

練
馬
区
豊
玉
上
二
丁
目
、
豊
玉
北
三
丁
目
、
豊

玉
北
四
丁
目
及
び
豊
玉
北
五
丁
目
各
地
内

四

測
量
の
期
間

令
和
三
年
十
月
十
三
日
か
ら
令
和
四
年
二
月
十

八
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
百
六
十
九
号

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
杉
並
区

長
か
ら
次
の
よ
う
に
測
量
を
実
施
す
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
二
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

測
量
施
行
者

杉
並
区

二

測
量
の
種
類

公
共
測
量
（
三
級
基
準
点
改
測
）

三

測
量
の
区
域

杉
並
区
和
田
一
丁
目
、
和
田
二
丁
目
及
び
堀
ノ

内
三
丁
目
各
地
内

四

測
量
の
期
間

令
和
三
年
十
月
二
十
九
日
か
ら
令
和
四
年
二
月
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二
十
二
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
百
七
十
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
四
年
一
月
一
日

付
け
で
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し
た
の
で
、
法
第

五
十
一
条
及
び
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
障
害
者
支

援
施
設
及
び
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則

（
平
成
十
八
年
東
京
都
規
則
第
七
十
二
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
二
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子
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令和4年2月17日（木曜日）東 京 都 公 報（第17519号） ４
◉
東
京
都
告
示
第
百
七
十
一
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
条
の

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予

定
で
あ
る
の
で
告
示
す
る
。

令
和
四
年
二
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

大
島
町
元
町
字
ふ
き
の
う
つ
六
〇
三
番
一
（
次
の
図
に
示
す
部

分
に
限
る
。
）

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該

立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で

定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面

及
び
関
係
書
類
を
東
京
都
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
及
び
大
島
町
役

場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

告

示
（
下
水
）

◉
東
京
都
下
水
道
局
告
示
第
一
号

下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項

及
び
第
二
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
下
水
を
排
除
及
び
処
理
す

べ
き
区
域
等
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
図
面
は
、
東
部
第
二
下
水
道
事
務
所
内
に
お
い
て
一
般
の

縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
二
月
十
七
日

東
京
都
下
水
道
局
長

神

山

守

一

供
用
及
び
処
理
開

令
和
四
年
二
月
二
十
五
日

始
年
月
日

二

下
水
を
排
除
及
び

処
理
す
べ
き
区
域

別
表
の
と
お
り

三

排
水
施
設
の
位
置

別
表
に
掲
げ
る
区
域
の
地
先

四

分
流
式
又
は
合
流

式
の
別

合
流
式

五

終
末
処
理
場
の
位

置
及
び
名
称

別
表
の
と
お
り

公

告

軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
の
取
消
し
に

つ
い
て

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
百
四
十

四
条
の
九
第
三
項
及
び
東
京
都
都
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
東
京
都

条
例
第
五
十
六
号
）
第
百
三
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
約

業
者
の
指
定
を
次
の
と
お
り
取
り
消
し
た
。

令
和
四
年
二
月
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

氏
名
又
は

名
称

代
表
者
の

氏
名

主
た
る
事
務
所
又
は

事
業
所
の
所
在
地

取
消
年
月
日

日
新
興
業

株
式
会
社

福
田

俊
明

千
代
田
区
神
田
須
田

町
一
丁
目
二
十
六
番

地
五

令
和
三
年
十
二

月
三
十
一
日

軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
に
つ
い
て

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
百
四
十

四
条
の
九
第
一
項
及
び
東
京
都
都
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
東
京
都

別
表下

水
を
排
除
及
び
処
理
す
べ
き
区
域

終
末
処
理
場
の
位
置
及
び
名
称

区

名

町

名

街
区
符
号
又
は
地
番

全
部
告
示
区
域

位

置

名

称

葛
飾
区

青
戸
六
丁

目

四
十
番
及
び
四
十
一

番

葛
飾
区
小
菅
一
丁
目
二
番
一

号

小
菅
水
再
生
セ
ン
タ
ー

同

区

青
戸
七
丁

目

三
十
二
番
及
び
三
十

四
番

同
右

同
右

江
戸
川

区

江
戸
川
一

丁
目

四
十
一
番
及
び
四
十

二
番

江
戸
川
区
臨
海
町
一
丁
目
一

番
一
号

葛
西
水
再
生
セ
ン
タ
ー

同

区

東
篠
崎
二

丁
目

一
番

同
右

同
右
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条
例
第
五
十
六
号
）
第
百
三
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
約

業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
四
年
二
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

氏
名
又
は

名
称

代
表
者
の

氏
名

主
た
る
事
務
所
又
は

事
業
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

日
産
興
業

株
式
会
社

小
田

曜
一

郎

江
東
区
塩
浜
二
丁
目

一
番
三
号

令
和
四
年
二
月

一
日

都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東

京
都
市
計
画
用
途
地
域
に
係
る
都
市
計
画
の
案
を
次
の
よ
う
に
公
告

す
る
。

な
お
、
関
係
区
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

都
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
四
年
二
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
用

途
地
域

第
一
種
中
高
層

住
居
専
用
地
域

削
除
す
る
部
分

中
野
区
中
野
四
丁
目
、
足
立
区
谷
中
四

丁
目
地
内

第
一
種
住
居
地

域

追
加
す
る
部
分

中
野
区
中
野
四
丁
目
地
内

削
除
す
る
部
分

足
立
区
谷
中
四
丁
目
地
内

近
隣
商
業
地
域

追
加
す
る
部
分

足
立
区
谷
中
四
丁
目
地
内

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
並
び
に
中
野
区
役
所
及
び
足

立
区
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東

京
都
市
計
画
地
区
計
画
に
係
る
都
市
計
画
の
案
を
次
の
よ
う
に
公
告

す
る
。

な
お
、
関
係
区
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

都
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
四
年
二
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
地

区
計
画

品
川
駅
周
辺
地

区
地
区
計
画

追
加
す
る
部
分

港
区
港
南
二
丁
目
地
内

変
更
す
る
部
分

港
区
港
南
一
丁
目
、
港
南
二
丁
目
、
芝

浦
四
丁
目
、
高
輪
二
丁
目
、
高
輪
三
丁

目
及
び
三
田
三
丁
目
各
地
内

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
港
区
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東

京
都
市
計
画
地
区
計
画
に
係
る
都
市
計
画
の
案
を
次
の
よ
う
に
公
告

す
る
。

な
お
、
関
係
区
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

都
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
四
年
二
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
地

区
計
画

臨
海
副
都
心
青

海
地
区
地
区
計

画

変
更
す
る
部
分

江
東
区
青
海
一
丁
目
、
青
海
二
丁
目
及

び
品
川
区
東
八
潮
各
地
内

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
並
び
に
江
東
区
役
所
及
び
品

川
区
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て
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都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東

京
都
市
計
画
下
水
道
に
係
る
都
市
計
画
の
案
を
次
の
よ
う
に
公
告
す

る
。な

お
、
関
係
区
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

都
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
四
年
二
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
下

水
道東

京
都
公
共
下

水
道

削
除
す
る
部
分

千
代
田
区
大
手
町
二
丁
目
地
内

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
千
代
田
区
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東

京
都
市
計
画
下
水
道
に
係
る
都
市
計
画
の
案
を
次
の
よ
う
に
公
告
す

る
。な

お
、
関
係
区
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

都
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
四
年
二
月
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
下

水
道東

京
都
公
共
下

水
道

廃
止
す
る
部
分

品
川
区
東
大
井
二
丁
目
地
内

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
品
川
区
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東

京
都
市
計
画
都
市
高
速
鉄
道
に
係
る
都
市
計
画
の
案
を
次
の
よ
う
に

公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
区
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

都
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
四
年
二
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
都

市
高
速
鉄
道

第
一
号
線
分
岐

線

変
更
す
る
部
分

港
区
高
輪
二
丁
目
地
内

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
港
区
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東

京
都
市
計
画
都
市
高
速
鉄
道
に
係
る
都
市
計
画
の
案
を
次
の
よ
う
に

公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
区
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

都
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
四
年
二
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
都

市
高
速
鉄
道

京
浜
急
行
電
鉄

湘
南
線

変
更
す
る
部
分

港
区
高
輪
二
丁
目
地
内

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
港
区
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て
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都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
福

生
都
市
計
画
道
路
に
係
る
都
市
計
画
の
案
を
次
の
よ
う
に
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
市
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

都
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
四
年
二
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

福
生
都
市
計
画
道

路
三
・
四
・
二
号

志
茂
中
央
線

追
加
す
る
部
分

福
生
市
北
田
園
一
丁
目
及
び
大
字
熊
川

字
下
河
原
各
地
内

削
除
す
る
部
分

福
生
市
北
田
園
一
丁
目
及
び
北
田
園
二

丁
目
各
地
内

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
福
生
市
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東

京
都
市
計
画
防
災
街
区
整
備
方
針
に
係
る
都
市
計
画
の
案
を
次
の
よ

う
に
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
区
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

都
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
四
年
二
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
防

災
街
区
整
備
方
針

変
更
す
る
部
分

千
代
田
区
、
中
央
区
及
び
港
区
を
除
く

特
別
区
の
市
街
化
区
域
全
域

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
並
び
に
新
宿
区
役
所
、
文
京

区
役
所
、
台
東
区
役
所
、
墨
田
区
役
所
、

江
東
区
役
所
、
品
川
区
役
所
、
目
黒
区
役

所
、
大
田
区
役
所
、
世
田
谷
区
役
所
、
渋

谷
区
役
所
、
中
野
区
役
所
、
杉
並
区
役
所
、

豊
島
区
役
所
、
北
区
役
所
、
荒
川
区
役
所
、

板
橋
区
役
所
、
練
馬
区
役
所
、
足
立
区
役

所
、
葛
飾
区
役
所
及
び
江
戸
川
区
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
四
年
二
月
十
七
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

羽
村
市
羽
西
一
丁
目
千
六
百
六
十

立
川
市
錦
町
四
丁
目
四
番
二
号

八
番
一
の
一
部

株
式
会
社
朝
商

代
表
取
締
役

榎
本

和
正

昭
島
市
田
中
町
二
丁
目
二
千
百
九

十
一
番
一

練
馬
区
石
神
井
町
二
丁
目
二
十

六
番
十
一
号

一
建
設
株
式
会
社

代
表
取
締
役

堀
口

忠
美

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
四
年
二
月
十
七
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

多
摩
市
連
光
寺
六
丁
目
二
十
一
番

八
、
三
十
二
番
三
、
同
番
四
、
同

番
七
の
一
部
、
同
番
十
一
及
び
同

番
十
二

多
摩
市
落
合
一
丁
目
二
十
六
番

地
一

恵
比
寿
建
設
株
式
会
社

代
表
取
締
役

阿
武

髙
志

雑

報

地
方
独
立
行
政
法
人
東
京
都
立
産
業
技
術
研
究
セ
ン

タ
ー
令
和
二
年
度
財
務
諸
表
に
関
す
る
公
告

地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
三

十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
二
年
度
地
方
独
立
行
政
法

人
東
京
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